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人人事事行行政政のの運運営営等等のの状状況況のの公公表表  

  
  市の人事行政運営における公正性、透明性を高めるため、「地方公務員法」および「袖ケ浦市人事行政の運営等の状況の 

公表に関する条例」に基づき、市職員の人事・給与などの状況について、その概要を公表します。 

詳しくは、市ホームページまたは市政情報室（市役所中庁舎３階）でご覧ください。 

                                     （問い合わせ）職員課給与厚生班 ℡ 0438-53-8582 

 

１ 職員の任免及び職員数の状況 

 (1) 採用の状況（令和５年度）     （単位：人）     (2) 退職の状況（令和５年度）      （単位：人） 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 級別職員数の状況（令和６年４月１日現在） 

区  分 ８級 ７級 ６級 ５級 ４級 ３級 ２級 １級 計 

標 準 的 な 

職 務 内 容 
部長 

次長・参事 

課長・副参事 

副課長 

主 幹 

班長 

副主幹 
主 査 副主査 

主任主事 

主任技師 

主 事 

技 師 
 

職  員  数 10 人 75 人 51 人 73 人 140 人 120 人 106 人 59 人 634 人 

構  成  比 1.6％ 11.8％ 8.0% 11.5％ 22.1％ 18.9％ 16.7％ 9.4％ 100％ 

（注）１ 袖ケ浦市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。 

２ 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職名です。 

３ 職員数は、一般職に属する職員であり、地方公務員の身分を保有する休職者、派遣職員などを含み、 

会計年度任用職員は除いています。 

(4) 部門別職員数の状況と主な増減理由（各年４月１日現在）             （単位：人） 

          区 分 

 

部 門 

職  員  数 
対前年 

増員数 
主 な 増 減 理 由 

令和５年 令和６年 

一
般
行
政
部
門 

議  会 

総  務 

税  務 

民  生 

衛  生 

農林水産 

商  工 

土  木 

6 

108 

31 

107 

40 

17 

10 

50 

6 

126 

31 

109 

38 

16 

10 

49 

0 

18 

0 

2 

△2 

△1 

0 

△1 

 

公民館の市長部局への移管による増員 

 

重層化支援対応に伴う増員 

新型コロナウイルス対応の減員 

欠員補充できなかったことによる減員 

 

欠員補充できなかったことによる減員 

 

 

公民館の市長部局への移管による減員 

採用人数平準化による増員 

 

 

 

地域包括支援センターの民間委託による減員 

小  計 369 385 16 

特別行

政部門 

教  育 

消  防 

85 

120 

68 

121 

△17 

1 

小  計 205 189 △16 

普通会計計 574 574 0 

公営企

業等会

計部門 

下 水 道 

そ の 他 

13 

37 

13 

35 

0 

△2 

小  計 50 48 △2 

合    計 624 

〔728〕 

622 

〔728〕 

△2 

   〔0〕 

  （注）〔 〕内は、条例で定める職員定数の合計です。 

 

(5) 年齢別職員構成の状況（令和６年４月１日現在）                   （単位：人） 

区分 

20 歳 

 

未満 

20 歳 

 ∫ 

23 歳 

24 歳 

 ∫ 

27 歳 

28 歳 

 ∫ 

31 歳 

32 歳 

 ∫ 

35 歳 

36 歳 

 ∫ 

39 歳 

40 歳 

 ∫ 

43 歳 

44 歳 

 ∫ 

47 歳 

48 歳 

 ∫ 

51 歳 

52 歳 

 ∫ 

55 歳 

56 歳 

 ∫ 

59 歳 

60 歳 

  

以上 

計 

職員数 10 39 73 73 84 71 67 49 61 57 31 7 622 

 

 

区 分 
採用者数 

競争試験 選 考 

一般行政職 １３ １ 

保健師 ２ ０ 

技 術 職 １ ０ 

保 育 職 ０ ０ 

消 防 職 ２ ０ 

計 １８ １ 

区 分 
定 年 

退 職 

勧 奨 

退 職 
その他 計 

退職者数 ０ ３ １２ １５ 
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２ 職員の人事評価の状況 

  職員の職務で発揮された能力などについて、毎年評価を実施しています。 

  令和５年度は、次の内容で実施しました。 

 評 価 期 間   令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

 評価対象者   全職員 

  評 価 項 目   指導力、責任感、判断力、職務知識、信頼性等 

 

３ 職員の給与の状況 

(1) 人件費の状況（普通会計決算）                              （単位：人・千円） 

区 分 
住民基本台帳人口 
（令和６年３月３１日現在） 

歳 出 額 

(Ａ) 
実 質 収 支 

人 件 費 

(Ｂ) 

人件費率 

(Ｂ／Ａ) 

(参考) 

令和４年度の

人件費率 

令和５年度 66,041 29,197,355 917,419 5,721,600 19.6％ 18.5％ 

（注） 人件費には、特別職に支給される給料、報酬を含みます。 

 

(2) 職員給与費の状況（普通会計決算）                            （単位：人・千円） 

区 分 
職 員 数 

(Ａ) 

給        与        費 1 人当たり給与費 

(Ｂ／Ａ) 給  料 職員手当 期末・勤勉手当 計（Ｂ） 

令和５年度 574 2,030,573 658,677 919,575 3,608,825 6,287 

（注） 職員手当には退職手当を含みません。 

 

(3) 給与の抑制措置 

区 分 抑制措置 実施期間 内  容 

特別職 期末手当の減額 平成９年度から当分の間 役職加算率の引き下げ   20％ → 10％ 

一般職 地域手当の減額 
平成３０年４月１日～ 

 令和６年３月３１日 

全職員 

地域手当支給率の引き下げ 16％ → 11.9％ 

 

 (4) ラスパイレス指数の状況（令和５年４月１日現在） 

区   分 袖ケ浦市 千葉県 

一 般 行 政 職 ９９．２ ９９．６ 

 （注）１ ラスパイレス指数とは、国家公務員の給料水準を１００とした場合の地方公務員の給料水準を示す指数です。 

２ 一般行政職とは、税務職員、保健師、看護師、栄養士、保育士、消防職員、水道事業職員、教育公務員及び技能労務 

 職以外の職員をいいます。 

３ 地域手当を含めた場合の袖ケ浦市のラスパイレス指数は９５．７となります。 

 

(5) 職員の平均年齢、平均給料月額と平均給与月額の状況（令和６年４月１日現在） （単位：人・円） 

区 分 
一  般  行  政  職 

平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 

袖ケ浦市 40.3 311,500 408,600 

（注）１ 給与月額は、月々支給される給料及び職員手当（期末・勤勉手当・退職手当を除く全ての手当）を合計したものです。 

 

 (6) 職員の初任給の状況（令和６年４月１日現在） （単位：円） 

区      分 

一般行政職 

初 任 給 

袖ケ浦市 
大学卒    202,400 

高校卒    170,900 

 

 (7) 職員手当の状況 

 ① 期末手当・勤勉手当 

区      分 袖  ケ  浦  市 国 

１人当たり平均支給額

（令和５年度決算） 
１５６万円 － 

令和５年度支給割合 
（期末手当） 

２．４５月分 

（勤勉手当） 

２．０５月分 

（期末手当） 

２．４５月分 

（勤勉手当） 

２．０５月分 

加算措置の状況 
職制上の段階、職務の級などによる加算措置 

・役職加算    ５～１０％ 

職制上の段階、職務の級などによる加算措置 

・役職加算   ５～２０％ 

・管理職加算 １０～２５％ 
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② 地域（調整）手当（令和６年４月１日現在） 

支給実績(令和５年度決算) ２９３，７０６千円 

支給職員１人当たり平均支給年額(令和５年度決算) ４５４，６５３円 

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の指定基準（支給率） 

袖ケ浦市 １１．９％ ６４６人 １６％ 

 

 

③ 退職手当（令和６年４月１日現在） 

区      分 袖  ケ  浦  市 国 

支 

給 

率 

（勤続年数） 

２０年 

２５年 

３５年 

最 高 限 度 

（自己都合） 

１９．６６９５月分 

２８．０３９５月分 

３９．７５７５月分 

４７．７０９ 月分 

（定年・勧奨） 

２４．５８６８７５月分 

３３．２７０７５ 月分 

４７．７０９   月分 

４７．７０９   月分 

（自己都合） 

１９．６６９５月分 

２８．０３９５月分 

３９．７５７５月分 

４７．７０９ 月分 

（定年・勧奨） 

２４．５８６８７５月分 

３３．２７０７５ 月分 

４７．７０９   月分 

４７．７０９   月分 

その他の加算措置 
定年前早期退職特例措置 

（２％～２０％加算） 

定年前早期退職特例措置 

（２％～４５％加算） 

1 人当たり平均支給額 １，２８０千円 ２２，８２３千円 － － 

（注）1 退職手当は、千葉県市町村総合事務組合の退職手当条例で支給率が定められています。 

      2 退職手当の 1 人当たり平均支給額は、前年度に退職した全職種に係る職員に支給された平均額です。 

 

 

④ 特殊勤務手当（令和６年４月１日現在）                

区             分 全   職   種 

支給実績（令和５年度決算） ５，０９４千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（令和５年度決算） ３５千円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和５年度） ２１．７％ 

手当の種類（手当数） ２６ 

 

 

⑤ 時間外勤務手当                           （単位：千円） 

令和５年度（決算） 
支 給 総 額 １２９，５６８ 

職員 1 人当り支給年額 ２４８ 

令和４年度（決算） 
支 給 総 額 １３１，３１６ 

職員 1 人当り支給年額 ２４４ 

 

 

⑥ その他の主な手当（令和６年４月１日現在） 

手当名 内容及び支給単価 

国 の 制

度 と の

異同 

国の制度 
支 給 実 績 

（令和５年度決算） 

支給職員１人当たり

平均支給年額 

（令和５年度決算） 

扶養手当 ○子     １万円 

○子以外の扶養親族 

６，５００円 

１６歳から２２歳までの子 

 １人５，０００円加算 

同じ  

６１，４２７千円 ２４４，７２７円 

住居手当 ○借家(家賃１６，０００円を超え

る場合に限る。) 

家賃の額に応じて２８，０００

円を限度に支給 

同じ  

３８，１４２千円 ２６３，０４２円 

通勤手当 ○電車・バスを利用する場合 

 全額支給 

異なる 
５５，０００円 

まで全額支給 

４６，２８７千円 ８５，８７６円 ○乗用車などを使用する場合 

使用距離に応じて２，０００円

～２５，７１０円を支給 

異なる 
使用距離に応じて 

２，０００円～ 

３１，６００円を支給 

管理職手当 部長級     ９８，０００円 

次長級     ８３，０００円 

課長級     ７４，５００円 

（副参事）   ５９，５００円 

異なる 

  ４６，３００円～ 

１３０，３００円 
８０，３３７千円 ８９２，６３３円 
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(8) 特別職の報酬などの状況（令和６年４月１日現在） 

区   分 給 料 、 報 酬 の 月 額 
期 末 手 当 

（令和５年度支給割合） 

地域手当 

支給率 
退職手当支給率 

市     長 

給   料 

８５万円 ６月期  ２．２５月分 

１２月期 ２．２５月分 

 
計  ４．５０月分 

７％ 

給料月額×0.35×在職月数 

副  市  長 ７４万円 給料月額×0.25×在職月数 

教  育  長 ６８万円 給料月額×0.20×在職月数 

議     長 

報   酬 

４６万円 ６月期  ２．２５月分 

１２月期 ２．２５月分 

 
計  ４．５０月分 

― 副  議  長 ４２万円 

議     員 ４０万円 

 

４ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 

(1) 職員の勤務時間（標準的なもの） 

１週間の勤務時間 開始時刻  終了時刻 休憩時間 

38 時間 45 分 8 時 30 分 17 時 15 分 12 時 00 分から 13 時 00 分まで 

 

(2) 年次有給休暇の取得状況（R5.4.1～R6.3.31） 

平均取得日数 取得率 

１３日 ３９．３％ 

 

５ 職員の分限及び懲戒処分の状況 

(1) 分限処分者数（令和５年度）                          (単位：人) 

区       分 降任 免職 休職 降給 計 

勤務実績がよくない場合 ０ ０ ０ ０ ０ 

心身の故障の場合 ０ ０ ２６ ０ ２６ 

職に必要な適格性を欠く場合 ０ ０ ０ ０ ０ 

職制、定数の改廃、予算の減少により廃職、過員を生じた場合 ０ ０ ０ ０ ０ 

刑事事件に関し起訴された場合 ０ ０ ０ ０ ０ 

 

(2) 懲戒処分者数（令和５年度）                          (単位：人) 

区       分 戒告 減給 停職 免職 計 

法令に違反した場合 ０ ０ ０ ０ ０ 

職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合 ０ ０ ０ ０ ０ 

全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合 ０ ０ １ ０ ０ 

 

６ 職員の休業の状況 

育児休業及び部分休業の状況（令和５年度） (単位：人)                          

区  分 育児休業 部分休業 

男性職員  ６ ０ 

女性職員 １０ １５ 

計 １６ １５ 

 

７ 職員の服務の状況 

 営利企業等従事許可の状況（令和５年度） 

営利を目的とする私企業を営む会社の役員等を兼ねる場合   ０件 

自ら営利を目的とする場合   １件 

報酬を得て事業又は事務に従事する場合（統計調査等）  １１件 

計  １２件 

 

８ 職員の退職管理の状況 

 課長級以上の退職者５名の再就職等の状況（令和５年度） （単位：人） 

営利企業等に再就職した者 ０ 

市の再任用職員となった者 ２ 

その他（在家庭等） ３ 

計 ５ 
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９ 職員の研修及び勤務成績の評定の状況 

職員研修の実績（令和５年度） 

区   分 人数 備        考 

庁内研修 ８４８人 

新規採用職員研修第一・二部、ＯＪＴ研修・ＯＪＴフォローアップ

研修、中堅職員研修、管理職研修、ハラスメント研修、人事評価者

研修、災害対策コーディネーター養成講座、入札談合防止研修、交

通安全研修、ストレスチェック結果説明会、セルフケア研修、ライ

ンケア研修、情報発信研修 

派遣研修 ２３７人 
自治大学校、市町村アカデミー、君津郡市広域市町村圏事務組

合、千葉県自治研修センター等への派遣 

己啓発研修 ６３人 自己啓発・自主研修 

 

１０ 職員の福祉及び利益の保護の状況 

(1) 職員の保健に関する事項 

労働安全衛生規則により、定期健康診断を全職員に実施し、その他に消防職に特殊健康診断を実施しています。 

その他共済組合による生活習慣病予防検査をはじめ、共済組合や市職員会による短期人間ドック、予防接種への助成、 

産業医による職場巡視や健康相談を実施しています。 

 

(2) 職員会及び共済組合の事業概要 

 ①袖ケ浦市職員会 

  地方公務員法の規定に基づき、職員の会費を原資として、職員の福利厚生を図るため、各種事業への助成や弔慰金、見舞金等の給付

事業を行っています。 

 

 ②千葉県市町村職員共済組合 

  ア短期給付事業（医療関係等） 

  イ長期給付事業（年金関係） 

  ウ福祉事業（人間ドック事業等） 

 

(3) 公務災害及び通勤災害の認定件数（令和５年度） 

区分 
認定件数 

負 傷 疾 病 計 

公務災害   ２件   ０件   ２件 

通勤災害   ０件   ０件   ０件 

計   ２件   ０件   ２件 

 

１１ 公平委員会の業務の状況（令和５年度） 

業務の種別 件数 

勤務条件に関する措置の要求の状況   ０件 

不利益処分に関する不服申立ての状況   ０件 

 


